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１．議事日程 

  〔平成２６年第１回安芸高田市議会３月定例会第８日目〕 

 

                             平成２６年 ２月２８日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１８名） 

    １番    玉 重 輝 吉     ２番    玉 井 直 子 

    ３番    久 保 慶 子     ４番    下 岡 多美枝 

    ５番    前 重 昌 敬     ６番    石 飛 慶 久 

    ７番    児 玉 史 則     ８番    大 下 正 幸 

    ９番    水 戸 眞 悟    １０番    先 川 和 幸 

   １１番    熊 高 昌 三    １２番    宍 戸 邦 夫 

   １３番    山 本   優    １４番    秋 田 雅 朝 

   １５番    藤 井 昌 之    １６番    青 原 敏 治 

   １７番    金 行 哲 昭    １８番    塚 本   近 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（なし） 

 

 

４．会議録署名議員 

   １６番    青 原 敏 治     １番    玉 重 輝 吉 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  藤 川 幸 典 

  教 育 長  永 井 初 男  総 務 部 長  沖 野 文 雄 

  企 画 振 興 部 長  竹 本 峰 昭  市 民 部 長  新 川 昭 夫 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  武 岡 隆 文  産 業 振 興 部 長  清 水   勝 

  産業振興部特命担当部長  小 田   忠  建設部長兼公営企業部長  西 原 裕 文 

  教 育 次 長  沖 野 和 明  消 防 長  久 保 高 憲 

  会 計 管 理 者  森 川   薫  八 千 代 支 所 長  叶 丸 一 雅 

  美 土 里 支 所 長  高 本   修  高 宮 支 所 長  藤 井 静 雄 

  甲 田 支 所 長  秋 重 正 義  向 原 支 所 長  岡 﨑 賢 志 

  総 務 課 長  杉 安 明 彦  行 政 経 営 課 長  西 岡 保 典 
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  政 策 企 画 課 長  山 平   修 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  外 輪 勇 三  事 務 局 次 長  山 中   章 

  総 務 係 長  森 岡 雅 昭  主 任 主 事  有 岡 聖 子 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開議 

○塚 本 議 長  定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は18名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○塚 本 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において16番 

青原敏治君、及び1番 玉重輝吉君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○塚 本 議 長  日程第2、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。 

 それでは質問の通告がありますので順次、発言を許します。 

 7番 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  7番、会派絆の児玉史則です。 

 通告に基づき、3点の質問をいたします。 

 きょうは傍聴席から鋭い視線がありますので、一つしっかりと質問し

ようと思いますが、空回りしたら、御容赦願いたいと思います。 

 まず第1点目ですが、これは以前にも伺いましたが、債務残高削減へ

の取り組みに関して市長に伺います。 

 起債による地方債残高は平成23年度302億円から平成24年度332億円と、

大型事業の実施により30億円の増となっております。総合計画における

大型事業は、市長が常々語られているようにほぼ終了しており、今後は

債務残高削減の方向であると考えますが、本年度末、また平成26年度末

における地方債残高予想と今後の削減計画を伺います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、平成23年度末には約302億9,000万円であった普

通会計の起債残高が、平成24年度末には約332億2,000万円と約30億円増

えております。これは平成24年度の大型事業実施に伴い、約60億円の起

債の借り入れを行ったことが要因でございます。 

 平成25年度においては、起債の借入額が約38億円、償還額が約33億円

で、年度末の起債残高は前年度と比べ約5億円増の約337億円になると見

込んでおるところであります。 

 平成26年度におきましては、起債の借入額が約16億円、償還額が約30

億円と、借入額と償還額のバランスが大きく逆転してまいります。年度

末の起債残高は前年度と比べ約14億円減の約322億円になると見込んで
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おります。 

 平成27年度以降につきましても、事業実施計画上の起債の借入額は、

おおむね15億円から20億円、償還額はおおむね30億円から35億円で推移

し、平成31年度までは毎年10億円から20億円ずつ起債残高が減る見込み

でございます。 

 起債残高は、将来にわたる固定的な債務の中で大きな部分を占めるこ

とから、年度末の余裕資金や減債基金などの活用により、積極的に繰上

償還を行うなど、起債残高の縮減にこれからも努めてまいりたいと思っ

ておりますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  御説明のとおり、平成25年度末337億円、平成26年度末322億円、14億

円の減ですね。この公債費の比率ですが、これが今18％にあたる38億円

ぐらいを計画されておると。起債なんかがありますから、実際減ってい

るのは14億円ぐらいと先ほどの御説明のとおりだろうと思います。 

 14億円で考えてみまして、現在の債務残高を、例えばゼロにしようと

思えば24年ぐらいかかるわけです。到底、現在市長の在任中にはこれは

ゼロにできないわけですが、いずれ次の世代の人にバトンを渡されると

いうことになります。 

 そういった観点から考えますと、御自身在任中の削減目標をしっかり

と明確にして、計画を立案されるべきではないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のとおりでございまして、お金のことでございますので、

しっかりと目鼻を立ててということです。 

 ただ、私がこれからやっていかないけんのは、今後の長期計画ですね。

何をやるべきかということです。今から何もせんこうに行けば、どんど

ん減ってくるわけですけど、これ起債というのも一つの予算でございま

すので、市民の皆さん、起債といったら借金と思ってるんですけど、こ

れ75％から80％返ってくる借金でございます。80％補助の借金でござい

ますので、これを有効活用しないと、これからの安芸高田市の発展はな

いですよね。ただ、無駄なことにしちゃいけないので、何をやっていく

かということなんです。 

 先般、質問ございますけど、太陽光を利用した再生可能エネルギーの

活用とか、こういうことにお金がいって、最終的に市民の富が潤うんだ

ったら、そういうところへ積極的に投資していかないけんと。それに伴

ってまた起債が増えるということはやむを得んことだと思います 

 先般の光ファイバーでも皆さんの協力でやったんですけど、40億円市

長借りたんですけど、40億円だれが払うんかと。借金をしたんですよ。

だけど実際には8割は国から払ってもらう仕組みなんです、これが。8割
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補助ですよ。これ、市民の方はわからんよね。そういうようなことにな

ってますので、こういう有利な特典を利用する。我々過疎地に住んでる

のは特典なんです、今これが。ただ、このことがずっと続くとは限らん

ですよ。 

 先般も私が市長になったときに、過疎が消えるかどうかわからんと言

い出したわけです。過疎がなくなったらこのこと8割ほどならんですよ、

今度は。3割になるかもわからん。なくなるかもわからん。ただ、この

仕組みのあるときに、安芸高田市を見据えた大きな計画があるんだった

ら、やっぱり今のうちにやっとかないとまちの将来がないと思います。

国の借りて有効活用するのがいいんだったら、ためるというんじゃなし

に、しっかりとこれからも使っていかないけんと。ただ、使ってもちゃ

んと7割とか8割を担保されたお金だということは承知してもらいたいと

思います。ふつうの民間の方が借金をされたお金じゃないということな

ので、このことを市民の方もよくわかっておられんので、そこを御理解

をしてもらいたいと思います。 

 何もせんと今から放っとったら借金は減りますけど、やるべきことを

やらんかったら、今度はまちの発展がないということなので。議員御指

摘のように無駄な金は使いませんけど、これからのまちづくりの中でこ

れだけはやるべきだと、皆さんと市民と議会の方が御用意できるものが

あったら、積極的にやりたいということなので、そういうことだけは周

知してまいりたいと思います。ただ、無駄なことはお互いにやめたいと

思いますので。 

 このたびの光ファイバーなんかもこれをやったことによって、企業の

方々が生き残れるとか、若者に非常に元気を与えてますので、これをや

らんかったら、何ぼ40億円始末しとっても今度安芸高田市沈没してるだ

けなので困るんです。 

 向原の学習センターでもそうです。これを活用して向原の元気になっ

てもらえるんだったら、あの投資も安いもんだと思うんですよね。これ

も借金なんです。だけど、この借金をしても7割5分から8割返ってくる

借金なんで、有効活用をしてもらえれば金はどんどん使うべきだと思う

んです。 

 これは日本の仕組みですから、金を減らすばっかりが能じゃないと思

います。ただ、我々はこの過疎についてったら、この仕組みをいかに利

用して市民の負託にこたえるかというのが得策だと思うので、御理解を

してもらいたいと思います。 

 どうも国が借金じゃと書くからおかしいんであって、8割補助金じゃ

と思ったらいいんですね、これ。100円使ったら80円返ってくるんです

から、こんな仕組みを市民の方はわからんのですよ。家の借金と同じよ

うに思うから。ただ、この仕組みが続くわけないのだけは知っとっても

らいたいと。私の仕事は、この仕組みをずっと残すようにお願いするの

が仕事なんです。ずっとこれが。皆さん当然のように思ってるかもわか
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りませんけど、国は状況によって、この過疎債とか辺地債とか削ろうと

してきます。この過疎の問題が都会に起こったら絶対してくるので、で

きるだけ減らさんような努力を今してるんですよ、私は。私が東京に行

ってるのは、そういう仕事が多いんだけど、残していかないけんと。残

すのも至難のわざじゃないんですよ。これを当然のことと思わんように、

思ってまいりたいと思います。 

 議員が御指摘になりましたので、しっかりとした財政管理をやります

けれども、やるべきことだけはやっていかないけんと。国の仕組みを本

当に有効に活用するためには、この間の有効活用がうちの切り札だとい

うことだけは御承知してもらいと思います。決して、無駄遣いはいたし

ましませんので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  国が7、8割担保ということでしたが、国のおかれている状況を見てみ

ますと、現在の国のいわゆる借金というのが2013年12月の時点で1,017

兆円。生まれてくる子ども全部で割って見ても1人当たり800万円ぐらい

になるわけですね。 

 また昨年の国際収支、これ比較可能な1985年以降の数字が出ておるん

ですが、その中でも3.3兆円の経常黒字、非常に尐ないわけです。貿易

赤字は円安になったにもかかわらず、当面続いてくると。そうすると国

際収支も赤字になってくるんじゃないかという、そういう悲観的な見方

もされておるわけですね。 

 また一方で、政府っていうのは巨額な債務を抱えておりますから、実

質金利を抑え込んで、いわゆる利払いの負担を抑えながら、一方でイン

フレで税収を増やしていく。そうやって財政悪化を防ごうと、防ぎたい

という思惑でやっておるわけです。そういう形で金融緩和を一生懸命継

続しておるのが、日本の姿であろうと思います。 

 また一方、預貯金。これ多くの高齢者の方が預貯金を持たれておるん

ですが、預金金利は下がりまして、しかも物価は上昇。さらには消費税

等公税率がアップしてくれば、ためていたお金も実質的には目減りして

くると。こうなるとこれまで国債を支えていた、いわゆる日本の貯蓄と

いうものが大きく低下してきて、国内で国債の消化が非常にしづらくな

ってくる。そういった日本の経済環境の変化に応じて国債金利が上昇す

ると。 

 そういった事態に備えた財政再建ということで、今まさに求められて

おるんですが、いわゆる安芸高田市も似たような構図にあるんじゃない

かと思うんですね。現在の日本の課題、そのまま当市の将来リスクにつ

ながってくるんじゃないかと思うんですが、その辺は市長はどのように

捉えられておるか、伺ってみたいと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 
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○浜 田 市 長  非常に鋭い御指摘でございまして、全くそのとおり。 

 私がさっき7割、8割と言ったのも、国が健全であっての前提なんです

ね。国も大きな借金を抱えています。国が破産したらパーです、これは。

だから国全体も考えて。だから、皆さんと考えていかないかんのは、国

とか県がいかなる状況になっても、安芸高田市市民を支える仕組みづく

りがこれからは大事だと思うんですよ。それが市民総ヘルパー構想であ

り、自助・共助の世界だと思うんですよ。この連携があれば、国の金が

いかなる状況になっても、ある程度の市民を守ってあげることはできま

す。だから、これをしっかり推進することによって、日本国が潰れても

広島県が閉まっても、ちゃんとした市民を守る体制はある程度できると

私は思ってるんですよ。 

 だから、自助を育むとか共助を育むと言ってますけど、これは自分を

守る大きなツールだと私は思ってるんですよ。そのためには市民の皆様

もこのことをよく理解してもらってしていかないけんと。私も含めて職

員を含めて皆さんも含めて、一緒になってこのまちを守っていく体制づ

くりが私は大事じゃないかと思っています。 

 そうかといって、国がある以上は仕組みを有効活用して、金持ってく

る仕事は私の義務でございますのでやっていきますけど、おっしゃるよ

うに、国の財政状況を見たら、借金の中で交付税を出してもらってる。

うちよりかもっとひどいんじゃないかと思う。今300億と言われました

けど、もっともっと大きな何兆という借金ですね。 

 グローバル的に見たら、もう日本というのは評価が低くなってくると

思います。国際的に見ても。借金を抱えても。だからそのようなことは、

議員御指摘のように、我々も心して考えとかないけんのんじゃないかと

思います。そのために市民総ぐるみで、この安芸高田市を守る仕組みづ

くりが大事じゃないかと。何でも言えばやってくれるとか、おねだり型

じゃなしに、皆さんと一緒になってできることをしっかりとやるという

ことが大事だと思いますので御理解をしてもらいたいと思います。 

 私はこの自助と共助というのは、広島県でもうちのまちが一番進んで

るんじゃないかと思います。ヘルパー構想もだんだんと市民に浸透しつ

つあるので、このことを徹底してもらったらしっかりしたまちになると

私は思っております。ちょっと自己主張もあるかもございませんけど、

当たらず遠からずじゃないかと思ってますので、御理解をしてもらいた

いと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  共通の認識であるということで安心したんですが、こういった住民サ

ービスというのも非常に低下が懸念されるんです。 

 2007年に財政破綻をしました夕張市の事例ですが、これは御存じのと

おり、唯一の財政再生団体です。なぜ、財政再生団体になったかといえ

ば、一つには法律改正があったわけですね。財政悪化に備え、50年以上
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前につくられた地方財政再建促進措置法という法律があったんですが、

夕張市はこの法律に基づいて、353億円の負債を18年間で返す計画を立

てたわけですが、その後、夕張市以外にも厳しい財政状況の地方公共団

体が相次いで発覚し、そこで法律を見直し、地方財政健全化法が新たに

でき上がったと、こういうことになっておるわけです。 

 この新しい基準に適応されたのが、残念ながら夕張市になったと。そ

の後の夕張市というのは、市民の負担は増やされ、サービスは削減され、

18年間というのはただ借金を返すだけと。非常に気の毒な状況になった

わけです。 

 現在の国の借金状況を見てみますと、先ほども説明しましたように、

いつ交付金を減らしてくるか、これはわからん状態ですし、夕張市のよ

うにいつ法律改正をして、体制を立て直そうとこういうようなことを考

えてくるかわらない。引き続き、リスクとしは非常に存在が大きいと。 

 もう一度申しますが、将来のリスクマネジメントの観点からも、債務

削減の限りなくゼロに近い目標を掲げ、将来の不安を取り除いていくと。

こういうのが市民の安心のためには、市のトップに求められるんじゃな

いかと思うんですが、もう一度伺ってみたいと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  財政健全化、二次の健全計画、民活の活用とかいろんな、繰上償還を

含めてできることはして財政健全化に努めてまいりたいと。 

 一方では、さっきの長期計画の中で市民の夢もございますので、それ

を実現するためには、必要最小限の借金もあるんだということを、それ

が無駄というんじゃなしに、必要最小限に抑えながら次の展望を図って

いきたいと。この2つの両面をバランスよく、これからもしっかり守っ

て健全化を図っていきたいと思いますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  将来のこの安芸高田市の夢ということなんですが、その平成25年9月

に策定された財政推計によれば、平成31年度の歳入は160億円、公債費

35億円を計画されてますから、その比率は今よりも4％あがって22％に

なるわけですね。収入が減ってくるわけですから、当然比率はあがると。

そうしますと、年々歳入が減ってくるとすると、公債費の比率はどんど

んどんどん上がってくるわけです。そうすると、使えないお金がどんど

ん減ってきて、いわゆる他の経費を圧迫して住民サービスの低下につな

がってくる。 

 また、若い人から見たときに果たしてそれが夢のあるまちなのかとい

うことになるんだろうと思います。やっぱり将来に向けた若者定住を考

えた場合、次世代につけが残ってると。つけを残すと起債を必要とする

事業というのは、もはやそういったものは我々の世代から次の世代へ、
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次の世代を考えるべきであって、やっぱりここは債務削減に向けた取り

組みを重点的に進められるほうが、私はベストじゃないかと思うんです

が、もう一度お考えを伺いたいと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  債務削減についてはしっかりと頑張っていかないけんと。この間、一

般質問を聞いても、皆要望があったんですよ。皆、お金が要るんですよ。

その金はどうするんですかっていう議論になるんですね。 

 ただ、そういうようなことをしっかり踏まえながら、我々は行財政改

革、職員の削減も含めて、投資的経費を増やす仕組みづくりをしっかり

と市民にもしなくちゃいけないと思います。その上でのまたいろんな投

資計画でもあって、今のところ使うと言ってるんじゃないですよ。これ

から何が出てくるかわからんと言ってるんです。今のところ大きなもの

は道の駅ぐらいしかないですけど、これから社会の変革に出てくるかな

と。それじゃこれをやめたかということになってくると、市長、あのと

きやめるって約束したじゃないかじゃ困るので、それは市のためにどう

なるかということを踏まえた、費用対効果とかも考えながら、その実施

については慎重にやっていきたいと言ってるわけです。何もないんだっ

たら、1日も早く借金が減るような施策の展開というのは腹をかけてや

っていきたいと思ってます。 

 議員と同じように考えてるんだけど、私の場合はまだちょっといろん

な要望事項とかいろいろあるので、このことの調整もしていかないけん

ということだけ御理解をしてもらいたいと思います。市民の方々には、

いかにして投資的経費を増やしていくかというのが私の仕事と思ってい

ます。維持管理費とか人件費とかこういう経費をいかに節減していくか。

あと投資的経費、皆さんがやって発展的な経費をいかに使っていくかと

いうのが我々の課題だと思ってますので、御理解を賜りたいと思います。 

 第3セクターとか、いろんな今までつくったものをどうするかという

のもあるんですよ。皆お金が伴うんですよ。つくるときはちゃんとつく

ってくれって言ってから、いっぱいいっぱい湯の森とかつくったんです

けど、この保障はないんですよ、今度は。それを守ろうと思ったら財政

負担は要るということなので。こっちは守れ、こっちはどうかじゃ困る

ので、そのバランスという協議がこれから要るんですよね。 

 農業を守っていかないけん、商業も守っていかないけん、地域の活性

化を守っていかないけんと、そこも大きなバランスなので、自分のこと

ばっかり言うときゃいいんだったらそれはええですけど、私はそれを調

整していかないかん。やめてくださいと歯切れの悪い答弁もせないけん

と思うんですけど、議員の方々にもそういうところに協力してもらえる

ならもっともっといきますので、よろしくお願いしたいと思います。そ

ういう財政再建というのは大きな目標にしたいと思いますので。 

 ただ、若者の大きな夢もかなえてやらんといけないので。無駄なこと
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はだめなんですけど、みんなで考えて、これはという夢はしっかり考え

ていきたいと思いますので、これを安芸高田市の将来の姿ということは

しっかりと考えていきたいと思います。御理解を賜りたいと思います。

ありがとうございます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今後の方向はしっかりと議論をこれからしていきたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 2点目は、全国学力テストの結果について教育長に伺います。 

 全国学力テストにおける広島県の成績は、平成24年度は15位でありま

したが、平成25年度は6位と努力の結果があらわれております。当市の

平成24年度の成績は県内平均を上回る好結果でありましたが、平成25年

度は小学校は県内平均を下回る結果となっております。この結果の原因

及び今後の課題と対策を伺います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のように、平成25年度の全国学力・学習状況調査では、小

学校において、県平均を下回る結果となりました。 

 その内容を細かく見てみますと、県平均は下回りましたが、全ての科

目で全国平均を上回っております。県平均との差も約1.3点と、僅差の

状況でございます。とはいえ、県平均を下回っていることは事実でござ

いますので、真摯に受けとめ、学校における指導内容の改善等に取り組

んでいるところでございます。 

 次に、県平均を下回った原因でございますが、市内で比較的児童数の

多い学校において、今年度は県平均を下回る科目が多かったことが一つ

にはあげられます。 

 また、県平均との一番開きがあった科目が「国語Ｂ」、いわゆる活用

問題となっており、国語の応用問題において、必要な内容を適切に引用

して書いたり、理由を書いたりすることに課題が見られました。また、

家庭でテレビゲームの時間が長い児童生徒の平均正答率が低いという傾

向も依然としてございます。 

 その対策についてでございますが、学校ごとの取り組みとしては、既

にそれぞれ分析を終え、指導方法等の改善計画を作成し、実践を重ねて

おります。子どもが特定できる小規模校を除き、全ての学校でホームペ

ージに公表をし、保護者にも説明をしているところでございます。 

 教育委員会といたしましては、課題の顕著な学校について、現在、指

導主事が学校訪問を行い、授業を実際に見て、改善計画が適切に実施さ

れているかどうかの確認を行い、指導・助言を行う取り組みを現在行っ

ておるところでございます。 

 全国学力で、常にトップレベルである秋田県の状況はといいますと、
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家庭での学習時間がさほど多いわけではありません。塾・家庭教師・携

帯・スマートフォンとは無縁、あるいは9割以上が朝御飯をきちんと食

べ、生活習慣が定着しているという分析がございます。 

 特に小学校は、基礎的・基本的な学習・生活習慣の定着が何よりも大

切でございます。課題に応じて、学校における指導方法を工夫・改善し

ていくことはもちろんですが、学校・家庭・地域において、当たり前の

ことが当たり前にできる環境を整えることが、地道ではありますが、学

力向上の基礎であると考えております。 

 教育委員会といたしましては、今後におきましても、学校における指

導方法等の改善とあわせ、児童生徒の基礎的な生活習慣の定着を図って

まいりたいと考えておるところでございます。御理解を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  県平均を下回った原因分析をしっかりとしていただいておるわけです

が、もう1つ違った見方をすれば、安芸高田市の先生方は一生懸命頑張

られた、昨年と同様に頑張られた。けれども、ほかの学校がもっと改善

をしたという見方も見れるんじゃないかと思うんですね。 

 広島市の藤の木小学校なんかもそうですし、あるいは竹原市の教育委

員会なんかも、いわゆるＩＣＴを利活用した新たな取り組みを至るとこ

ろでやられておるわけです。ところが残念ながら、当市の予算資料には

新しい事業が常に出てこない。 

 教育長、これからの課題としてということで、「新学習指導要領への

対応としての教育環境の整備や授業力向上のための研修を充実。そのこ

とにより、全国学力テストで明らかになった本市の課題、基礎的知識、

技能を活用していくための思考力、判断力、表現力の育成やみずから主

体的に学習する態度の育成、また子どもの教育へのかかわりとして、家

庭あるいは地域の役割を見直す機会にしたい」とこういう御答弁を質問

するたびにお答えになっておるわけですね。 

 しかしながら、こういった具現化する事業がどうも出てこないんです

が、これまでに2年間でやられた事業というものを尐し御説明いただけ

ればと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員御指摘の新しい事業の具体的内容ということでございます。 

 その前に1点、県内において、いわゆる先進的にＩＣＴ機器の活用を

している学校等がどれだけの学力の、いわゆるテストの結果を残してい

るかということにつきましては、全て公表にならないところがあります

ので、全部は把握できませんが、尐しその実態の詳細を把握する努力を

してみたいと思います。 

 次に、新しい事業の具体ということでございますが、昨日も答弁をさ
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せていただきましたが、今年度、1名は元教授でございますが、全国的

に活躍されておる大学教授を学校教育推進アドバイザーということで招

聘をしまして、今年度小・中学校を中心に指導に回っていただいたり、

あるいは校長会、教頭会といったような市全体の研修の場でも指導をい

ただいておるということが1点はございます。 

 それから、これは旧町単位の限定にはなりますが、現在、甲田町が学

力向上推進総合地域指定事業ということで、これは中学校区を中心とし

た取り組みでございますが、現在その指定を受けて取り組んでおります

し、今年度から高宮町で人権教育の指定も受けて具体的な取り組みを展

開しております。 

 これまた昨日質問にありましたが、さらには、向原の小学校・中学校、

それから美土里の小学校・中学校での小中連携加配ということで、中学

校の教諭が小学校に出向いてもらう。もちろん限定はありますが、具体

的に言いますと、現在向原町、美土里町、音楽科でございますが、そう

いった形でいわゆる県や国の有利な事業等を本市のほうにとってきて、

市の予算を使った事業ということではありませんが、そういった形で現

在、市内小・中学校の指導力向上をもって児童生徒の学力向上へつなげ

たいということで取り組みを行っておるところでございます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  先ほどのＩＣＴの話ですが、小・中っていうのは義務教育が終了すれ

ばそれで終わりということになるんです。高校に入られても辞めていか

れる生徒がおられたり、生徒同士で引きとめてもらったり、先生方と話

をして引きとめに回ったりいろいろなことをやるんですが、そこでの課

題というのが何かといったら、小学校時代の基礎学力がついてないと。

完全にもうここでついていけないわけですね。そういった形で子どもが

どんどんやめていく。その先は何かといったら、待ってるのはワーキン

グプワーです。ワーキングプワーで結婚をしていく、いわゆる教育格差

がまさに貧困、経済格差につながってくると。抜け出せなくなるような

状態になるわけですね。 

 ＩＣＴっていうのは、先ほど教育長もおっしゃいましたけど、今の子

どもっていうのは、ゲームやスマートフォン、パソコンなどデジタル機

器っていうのは生まれた瞬間から持ってるわけです。そういった中で、

現在の教育っていうのは家庭に帰っても電源を入れてぱっとやれば、先

生が出てくる。ラインズなんて今の向原中学校が家庭学習で進められて

いますが、家庭のパソコンでもゲーム感覚で教育ができるわけです。ゲ

ームより楽しんでやってる。うちらの子らでもそうですが、楽しんでや

ってるわけですね。そういった今の時代にあったツールを選んでいくっ

ていうのは大変必要、なおかつ平均点より下の子をあげてやると。そう

やって安芸高田市の平均点も上げていく必要があるんだろうと思うんで

すが、教育長、尐し伺ってみたいのはそういったＩＣＴ機器を使った授
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業っていうのはごらんになったり試されたことはありますか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員御指摘のＩＣＴ機器を使った授業を参観したことがあるか、ある

いは自分でやったことがあるかという御指摘でございます。十分かどう

かは別にしまして、私も授業参観をしたり、実際に学校現場にいたとき

は、わずかではありますが、実際に実施をしております。 

 以前の議員御指摘のことにもかかわって答弁をさせていただいており

ますが、一つには、議員御指摘の高校あたりへ進学した生徒の退学であ

ったり、そういったことの原因が低学力ということは、私も同感でござ

います。 

 ただもう1点ですね、やはりその低学力と同じぐらい、もっと言えば

それ以上の課題として、どうしてもやはり人間関係能力がついてないと

いうことがあげられます。子どもたちというのは、やはり自分の家庭に

対する自信と誇り。それと同時に、今生まれ育っておる地域に対する自

信と誇りというものが、次の頑張る意欲につながったりというのが当然

のこととしてあるわけです。 

 市長もよく申します、安芸高田市に合併して10年です。今後は「オー

ル安芸高田」でということを考えたときに、まずやりたいのは、今安芸

高田市に住んでる子どもたちが、安芸高田市全体をふるさとと思えるよ

うな、そういうふるさと学習といいますか、地域学習にも取り組んでみ

たいという思いを強く持っておるということをこれまでもお話をさせて

いただきました。 

 もう1点、私もＩＣＴ機器が必要ないとかということではもちろんあ

りませんで、来年度、まずは調査費ということではありますが、市長の

理解をいただいて調査に入ります。できましたら、特別支援学級という

のが市内の小・中学校にも増えてきておりまして、これは通常学級で学

ぶ子どもたちよりも、いわゆるＩＣＴ機器、タブレットあたりを取り入

れた学習が効果があるということは私も承知しております。したがいま

して、まずは特別支援学級へのそういったＩＣＴ機器への導入。次いで、

できましたら、市内で、いわゆる研究指定校のようなものを設けまして、

現在各学校へ配置しておるパソコン、これはリースでございます。その

リース期間が切れるタイミングで、何とかそういったＩＣＴ機器を市内

の小中学校へ配置できるように、これから当然市長の理解もいただきな

がら、鋭意努力をしてまいりたいというふうに考えておるところでござ

います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  教育に対する全体の教育長の思いっていうのは何回も聞いております。

十分理解をしておるところです。 

 ただ一方、学校をいろいろ回って見ますと、校長先生方は一様にそれ
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ぞれの問題意識を持たれて、改善意欲は持たれておるわけですが、ただ

財政面で思い切った事業ができないと。 

 本来は、現場の教師をいかに働きやすくするかという、そういう環境

をつくっていくということが私は全てじゃないかと思っておるんですが、

今の現状ですと、上が決めたことをやらされるとそういう形になってお

るんですけれども、ボトムアップ型の組織に変化していく必要があるん

じゃないかと思っております。大体、権限や責任っていうのは、本来は

学校に渡して、あるいは保護者や地域の願いを集約しながら、校長先生

自身の考えで施策を展開する、そういった自立性が求められる時代にな

ってきておるんではないかと感じております。 

 今の現状ですと、教育委員会が人事権、お金、物、全てのそういった

経営資源を握っておられる状況ですから、今のようになかなか新規事業

の提案がないんであれば、例えば学校に予算編成権を移譲して、中学校

でいえば、市内6中学校の校長あるいは事務職員の先生方が市の財政当

局と直接交渉して使い道を決めるとか、そのかわりに権限を委ねますか

ら、学校には学校の教育目標の具現化を求めると。こういった取り組み

っていうのは、御存じかもしれませんが、宮崎県なんかでは一部でやら

れておるまちもあるわけですね。尐しその辺の御感想を伺ってみたいと

思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員御指摘の件については私も把握はしておりますが、本市の状況を

見たときに、結論的に申しますと、まだもう尐し時間がかかろうかなと

いうふうに考えておるところでございます。 

 ただ、議員御承知のように、ちょっと今、今年度の予算総額が記憶に

ないわけですが、安芸高田市になりましてから、特色ある学校づくり事

業ということで、予算的には限られておりますが、議員御指摘のように、

各学校の学校長がこういう特色ある授業に取り組みたいということで、

もちろん申請に基づいて、それを審査をして補助額を決定するという形

ではございますが、市全体でいいますと、かなりな額を、いわゆる学校

裁量、校長権限で使えるような、そういう形は現在も取っておるところ

でございます。 

 そういった形の中で現在校長権限の拡大といいますか、校長が取り組

みたい学校経営についての補佐といいますか、それをしておる状況にご

ざいますので、このあたりをさらに大きくしていくということは必要だ

ろうかとは考えております。しかしずっと申しておりますように、財政

的な面との絡みがありますので、そのあたりは検討課題にさせていただ

きたいと思います。現在も幾らかの部分でそういった形での取り組みは

行っているということでございますので、御理解いただければと思いま

す。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  財政面はまた後、市長としっかりと議論をさせていただこうと思いま

すが。 

 学校の取り組みということで、向原の事例を尐し紹介させていただき

ますと、向原というのは子ども会育成会に各戸から年間500円ずつ、御

寄附をいただいたり、あるいは地元の企業や起業家の方から御寄附をい

ただき、学校や保護者と相談しながら、特色ある活動をやっておる状況

です。 

 特に教育設備では、小学校では2台目の電子黒板を入れましたし、そ

れから中学校ではタブレット型の端末を8台購入されて、それぞれにＩ

ＣＴ利活用した授業に取り組まれておるわけですね。これはまさに教育

委員会が求められる、家庭、地域、学校こういったものが一体となって

取り組まれる形じゃないかと私は思ってます。 

 そういったものを後ろからサポートされるのが、教育委員会事務局の

役割ではないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  向原町の実態の紹介をいただきましたが、このことについても100％

ということには至っていないかもわかりませんが、各戸からいわゆる

500円のカンパをしておられたり、あるいは地元企業が毎年のように多

額の向原の小・中学校に対して寄附をいただいておるということは承知

をしております。 

 このことにつきましては、やはり先ほど申しましたように、教育委員

会は当然のこととして全市的なことを視野に入れて、できるだけ不均衡

が生じることがないような対策というのは当然必要だと認識をしており

ます。 

 ただ、議員御指摘のように、そういう地域、学校、家庭が一体となっ

た取り組みに対して、教育委員会が支援をもっとする必要があるんでは

ないかという御指摘については、全く私も異論はございませんので、そ

のあたりさらに検討をさせていただきたいと考えております。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  何が言いたいかといえば、予算があればそれぞれの学校が問題解決に

向けてアイデアを出されると。 

 例えば、全小・中19校に100万円ずつ、人数割がありますから一律に

はいかんかもしれませんが、100万円ずつ自由な予算をつけられれば、

それぞれの学校が特色ある教育を市内で展開されるわけですね。それぞ

れが刺激し合って相乗効果も生まれるでしょうし、また今のマンネリ化

した授業から脱却して、そういったものが県内平均を上回っていく一つ

のしかけじゃないかと思うんですね。 

 そういうことから考えてみても、いわゆる自由度、自由に使えるそう
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いった予算づけをしてあげるというのは、私は一つの方法じゃないかと

思うんですが、そういった面ではいかがでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員御指摘の点についても、全く異論は持っておりません。 

 昨日も答弁をさせていただきましたが、学校と言えども教育の世界も

やはり基本的には人、物、事が大きく教育のできを左右するというふう

に考えております。 

 ただ、教育の現場には当然のこととして、いわゆる流行と不易といい

ますか、不易の部分として、先ほども申しましたように、当たり前のこ

とを当たり前にやるということも必要な部分がございます。 

 例えば、中国新聞等をごらんいただいておると思いますが、かなりの

数量で本市の児童生徒数の割合からすると、かなりな数量で、例えばヤ

ングスポット欄でありますとか、あるいは子ども俳句欄でありますとか

の投稿がございます。このあたりは本当に学校長を中心とした各学校が、

いわゆるお金をかけないで、子どもたちの能力をさらに引き伸ばしてい

く、可能性を伸ばしていくということの中で、いわゆる地道な本来ある

べき教育の姿といいますか、その展開をしてくれている一つの例だろう

と思います。 

 ただ、当然それだけではこんにちの多様化した社会を生き抜く子ども

の育成というのは不十分でございますので、やはり人、物、事という予

算的なことも十分、今度検討していく必要があろうというふうに考えて

おります。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  では、続きまして3点目の教育予算について伺います。 

 平成25年度一般会計に占める教育予算は、およそ6.9％と近隣市町と

比較しても尐ない状況にありますが、平成26年度は6.6％とさらに削減

されております。 

 一般会計に占める教育予算の比率への市長のお考えと、教育予算に占

める学校教育予算はこれも38％、前年とほぼ同額でありますが、その予

算比率に対するお考えを教育長に伺います。 

 まず、市長からお願いいたします。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの児玉議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、一般会計予算全体に占める教育費の割合は、平

成25年度は6.9%、平成26年度は6.6％となっておりますが、これは平成

25年度で学校耐震化工事が終了したことにより、教育費の額が減尐した

ことが大きな要因でございます。 

 学校耐震化工事は、御存じのとおり国の施策として行う建設工事であ
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り、この費用の減は、教育費本来の、いわゆる教育の質の向上のための

費用が減ったとは言えないと考えております。また、一般会計予算全体

の規模も、建設事業の実施計画により年度ごとに大きく変動するため、

一般会計予算全体に占める教育費の割合によって、教育に対する市の姿

勢をはかることも、他市町と比較をすることも難しいのではないかと考

えておるところでございますので、御理解を賜りますようお願いいたし

ます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 続いて教育長の答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  学校教育予算比率についてのお尋ねでございますが、学校教育に要す

る予算につきましては、一時的な学校耐震化工事などの学校施設整備費

などを除くと、一定で推移することが通常であると考えております。 

 「平成26年度の学校教育予算については25年度とほぼ同額」という御

指摘でございますが、25年度補正予算におきまして御説明させていただ

きましたように、小中学校の理科振興備品を前倒しで25年度補正に予算

計上いただくなど、実質的な学校教育環境は向上するものと考えており

ます。なお、予算構成比につきましては、教育委員会職員人件費や社会

教育施設、社会体育施設の維持費などとの相関関係でございますので、

比率による判断だけではないとも考えておるところでございます。 

 今後、市財政全体が厳しい状況になると推計されておりますが、学校

規模適正化の推進や、先ほどありましたＩＣＴ教育など新しい課題など

に対応するため、有効な財源を確保しながら、子どもたちの教育環境の

さらなる充実に向け、引き続き努力してまいりたいと考えております。

御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  まず、学校教育予算に関し、教育長に伺いたいと思います。 

 比率が38％で前年と同じということなんですが、当然、総額が減って

ますから金額的には減っておるんだろうと思います。一方、先ほどござ

いました社会教育施設、これなんかは指定管理で今回9施設全てで指定

管理料があがっておるわけですね。 

 お金がない、ないと言われるんですが、そっちじゃ片方が上がってい

く。あるいはまた尐年自然の家なんかでも2,800万円つけられてますが、

そこらもどう活用、そのお金を活用するか。尐しそこらは知恵を出して

いく必要があるんじゃないかと思うんですね。38％の比率を、いかに学

校教育予算の比率を上げていくか。これはまさに教育委員会の中でしっ

かりと議論をしていただいて上げていくという方向を教育長としては持

っていただかなくてはいけなんだろうと思うんですが、どうもその努力

が今回の数字では見えない。指定管理料がなぜ学校教育より先に上がっ

ていくのか、私にはちょっと理解できないんですが、そこを御説明いた
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だければと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員御指摘の指定管理料とかが上がって、なぜ純粋な教育予算のほう

が上がらないのかという御指摘でございます。いわゆる指定管理料等に

つきましては、議員御承知のように、相手があることでございますので、

受けてもらわなければなかなかこれも前に回転するということにはいき

ません。 

 したがって、知恵を出していくべきということの御指摘については、

当然まだまだ今教育委員会で考えておることがベストだとは考えており

ません。ただ、市長の答弁にもありますように、市民の皆さん方のニー

ズというのは、教育委員会で担当しております社会教育。今回の「生涯

学習センターみらい」あたりもそうですし、社会教育にかかわる関連施

設、そこらの維持管理費というのもかなりな額にのぼっております。当

然、市合併前の建設ということもありまして、市全体の平準化を図ると

いうことも大事な視点でございます。 

 ただ、一つ例をあげますと、よく類似団体として比較にあがります、

竹原市でありますとか大竹市。そこらの顕著な例でいいますと、竹原市

なんかは、これがいいということではないですが、図書館が1館しかご

ざいません。安芸高田市には、十分でないという御指摘はいただきます

が、それにしても旧町単位に各1館ずつあるわけです。そういったもの

も含めて、トータルで教育委員会の予算ということになっております。 

 したがって、知恵を絞るということで言いましたら、今後におきまし

ては、やはり学校教育の予算と、いわゆる社会教育それにかかわってる

予算のもう尐し均衡を図る、この努力は当然私のほうで今後さらに検討

を加えなければいけないということは承知をしておるつもりでございま

す。御理解を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  全ての施設ということではなくて、今回は指定管理、9施設ですね。

これだけを見て。これは以前から言われておることですが、受益者負担

の見直しっていうのは、これは財政健全化の取り組みでも、あるいは平

成26年度の予算編成方針の中でもしっかりと記載されておるわけです。 

 先日の同僚議員への御答弁でもありましたが、施設利用は各個人の自

己実現のためであり、また減免規定も見直すようなこともおっしゃって

るわけですね。しかしながら、指定管理のほうは上がっていっておると。

これは何となく理解ができないというか、矛盾しておるような御答弁に

聞こえるんですが、いかがでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員御指摘の、矛盾しておるんではないかということについては、ち
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ょっと今段階での私の思いとしましては、矛盾はしてないんではないか

というふうに考えております。もちろん、検討の余地はまだまだたくさ

ん残っております。 

 ただ、いわゆる受益者負担のことの答弁もいろいろな機会にさせてい

ただいておりますが、現在、総論賛成、各論反対なんです。今後におい

ては、厳しい財政状況の中で施設使用料あたりにつきましても、受益者

負担をお願いすることになりますと、それはそうだという話になるんで

す。実際、具体的なそれぞれの団体あたりとの協議に入らせていただき

ますと、もうそれは困ると。それは反対ということになっていくわけで

す。 

 したがって、ここらあたりの市民の皆さん方の御理解といいますか、

丁寧な説明をし、啓発もさせていただきながら、このあたりの負担をい

ただくということの中で、当然また純粋な学校教育予算というのも幾ら

か確保できる状況には当然なると思いますので、そのあたりは引き続い

て努力をしてまいりたいというふうに考えております。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  当然、反対は恐らく起こりますが、そういったことで子どもたちに結

局しわ寄せがいくということにならんように、一つお願いをしたいと思

います。 

 続いて、市長に伺います。昨年3月に25年度予算編成時の教育予算の

考え方を伺ったわけですが、本年度予算に関しても教育予算のあり方を

尐し伺ってみたいと思います。 

 昨年の施政方針に占める教育の方向性は大変寂しいものでしたが、26

年度の施政方針も17ページ中の1ページにも満たない、わずか6行の寂し

い記述となっております。 

 先ほどの予算の削減は耐震工事が減ったからという御答弁でしたが、

26年度は耐震工事を除いても2,000万円ぐらいの予算が減額になってお

ります。安芸高田市の成長を目指すなら、私は教育が最優先で、公共事

業や社会保障より優先事項と思っておるんですが、市長はその辺の御見

解はいかがでしょうか。伺ってみたいと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私のマニフェストの中でも、学校教育が尐子化対策で一番の課題だと

思ってるんですよね。よその県にしても学習補助員なんかでもつけてる

わけですから。ただ、そのことで成果が出てこないかんということです。 

 今度は費用対効果の話なんですけど、今ちょうどこれ大きな問題、Ｉ

ＣＴの問題とか番号制の問題とか課題がございますので、この課題の解

決を踏まえて、安芸高田市の教育の成果が見れるのであればちゃんとし

たお金をつけていきたいと。今足踏みをしておる状況なので、予算がち

ょっと尐ないんだと思ってもらいたいと。決して、粗末にしてるから予
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算が尐ないというんじゃなしに、今ちょっとためてちゃんといい方向を

出していきたいと。ちょうど過渡期だと思うので、ＩＣＴ黒板とかいろ

いろ課題もあるんですけど、ちょっとやるなら腰据えてやろうじゃない

かと思ってことしは検討期間として捉えてますので、これを踏まえて来

年度以降、確かなものとして予算づけをしていきたいと。ただ条件は、

その政策を皆さんで費用対効果を見て、これは効果があるでというよう

なものをちゃんと計上していきたいとかように思っています。決してお

ろそかにしているわけじゃないので、御理解をしてもらいたいと思いま

す。 

 施政方針の中でページ数が減ったと。ページ数が多いなら3ページで

も4ページでも書いてあげますけど、そうじゃなしに、実のあるものに

していきたいと。これ大事なことというのは認識していますので、御理

解を賜りたいと思います。 

 図書館もこれも教育の一環なので、子どもたちが図書館を利用してち

ゃんと学力があがってくるならもっともっと充実していきたいと。休館

があるでしょう。休館なんかしなくてもいいと、全部行ってみようじゃ

ないかと。そのために、子どもたちがどう使って、どういう実態かとい

うことを私のところへ示してくれないと、ただあるだけというんじゃ困

る。大事なもので確かな方向性のもとにいい方針を出していきたいと思

ってますので御理解をしてもらいたいと。決して施政方針の中で1ペー

ジやったけ、軽視しているわけじゃございませんので、御理解を賜りた

いと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  施政方針だけじゃなくて、平成26年度当初予算案で分類されてる予算

の総額の中では、農林水産業費、土木費、消防費、衛生費っていうのは

前年度よりあがっておるわけですが、残念ながら教育予算は減っておる

ということです。 

 それから費用対効果という言葉を教育の場で市長よくお使いになるん

ですが、教育っていうのは目先の効果ではなくて、やはり未来への投資

という観点がどうも見受けられないんじゃないかと思うんですね。 

 私らの子どものころっていうのは、私も小学校5、6年生のころにそろ

ばん塾に通ってました。私が行きたいと言ったわけじゃないんですが、

何でか親が行かせたんでしょうね。そのころの家庭の事情っていうのは

これ非常に貧しい時代で、昭和40年代前半ですから、私らも遊びにいく

のには学生服しか着とらん。写真を見てみると、全部そんな時代ですよ。

親も遅くまで夫婦で電気をつけながら外で農作業をしておると。でもそ

ういった中で、教育が大切だということを恐らくその時代の人は知って

おり、私の教育予算をしっかり捻出してくれたんじゃないかと思うんで

すね。それは、何となく近ごろおろそかになってる。やっぱり教育の大

切さ、未来への期待というものがだんだんちょっと薄れてきているよう
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に思うわけですが、どうも市長の効果っていうのは目の前、目の前をこ

う言われているような気がしてならんのですが、そこらをしっかり未来

の投資ということを御理解いただきたいと思います。 

 また、前回国保の税率アップの質問をしましたときに、市長の立場、

ある意味人気取りであるというような御答弁をいただいたんですが、そ

うしますと、有権者の平均年齢っていうのは毎年上がってくるわけです。

高い人の位置の有権者の顔を見ながら、なおかつ子どもたちは有権者じ

ゃないわけですから投票権はないわけですね。そういった、どうも見ら

れてる方向が尐し下のほうに向いてないんじゃないかという気がするん

ですが、いかがでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  おっしゃるとおりなので、国保のときに言った、我々バッチをつけて

るものはそういう傾向にあるというて、決してそこだけじゃないので御

理解をしてもらいたいと思います。 

 それから、費用対効果と言いましたけど、教育というのはそればっか

りじゃないので、これは訂正せないけんかも。数字的に出るものじゃな

いと思う。ただ結果的に、安芸高田市は学力が上がったからと、その結

果によって定住される方もおられるわけですよ。逆に外へ出る方もおら

れるので、このことはやっぱりできるだけ上げるような工夫をしていき

たいということがございますので御理解を賜りたいと思ってます。決し

て、教育をおろそかにしているわけじゃないです。 

 私さっきから出てますけど、金をつけたらいいんじゃなしに、アイデ

アを採用していきたいと思うんですね、これからも。 

 東京都の大田区がアイデアを提出されていいものを選択しよるんです

よ。校長の勤務評定につながってきよるんですよ。そういういいアイデ

アが出てます、これは。やっぱりそういうように、ノルマもかけないと

ある程度出んような気がしますので、よそのことも見ながら、安芸高田

市の教育がレベルアップをすることを念頭に置きながら、しっかり頑張

っていきたいとかように思いますので御理解を賜りたいと思います。 

 私が言うたことで誤解があったらこの場で訂正いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひ、教育のレベルアップっていうのは、私は喫緊の課題だと思って

おります。 

 先ほど教育長にも質問しましたけれども、全国学力テストの結果です

ね。こういった、低下することによって、例えば平成26年度、安芸高田

市の市外の中学校へ通われる生徒さん、これはまた昨年より増えまして、

8.3％の子どもが市外の中学校へ進学される。あるいは、当市にありま

す県立2校も二次募集で1倍割れの、定員割れの状況であります。 
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 こういった問題を放置しておけば、市内の子どもたちはどんどん外へ

出ていく。先ほど教育長もおっしゃいましたが、地元の文化あるいは人

とのつながり、こういったことが全くない未来のないまちづくりになっ

ていくんじゃないかと。そういう危機感が尐し足りないんじゃないかと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私も同感でございまして、やっぱり市内の高校がしっかりしとかない

けん。中学校がしっかりしとかないけんと思います。 

 議員御承知だと思いますけど、吉田高校と向原高校のステップアップ

校を私が言うてったんですよ。緊急の問題なんです、これね。何か言う

たら、議員と思いが一緒だから言ったんですよ。向原高校、吉田高校に

頑張ってもらいたいと。今まで向原高校と吉田高校は学習という校長の

勤務評定の中に学力評価、学校の成績というのがないんです、全然。老

人と仲よくして竹とんぼ作ったから学校なかったんですね。出席率がい

いから、そうじゃなしに、今度はそれ入ってるはずなんだけど。今度は

先生と認識の問題とか、そういうこともしっかりと我々も関与しないけ

んと思います。このことによって、安芸高田市の学校にとどまってもら

おうと。市外に行くのが悪いっていうんじゃなしに、うちのそういうこ

とがしっかりとした政策でそういうことになってるわけですから、ちゃ

んとあれも頑張っていかないけんと思ってるんですよ。 

 ただ、学校の進学は自由なわけです。どこに行かれても構わんのです

けど、そういうことが大きく影響してるということは私も痛感してまし

て、非常にショックを受けてることですね。 

 それから、大企業もそうですよ。企業誘致してもずっと市内に住んで

もらってから工場へ来てもらったらいいんだけど、子どもが大きくなっ

たら学力の関係で外へ出ますよって。こんなことを平気で合併してやっ

てきとったわけですよ。そこを何とかして改良しようと思って、高校の

ステップアップ校とか学習補助員とか、よそのまちにない施策の展開を

してるんですけど、私の力量不足でまだ成果があがってるかもわかりま

せんけど、これからもしっかりとできることをやっていきたいと。 

 ただ、そのためにはやっぱり先生方の人材とか、うちの人材育成とか、

予算も伴うかもわかりませんけどここらはしっかり勉強していきたいと。

また、いいことがあったら提案をしてもらいたいと思います。方向性は

全く一緒ですから。やっぱりこのことを逃したら、安芸高田市のまちづ

くりはできんと思います。せっかくやってもまたおかしなことになると

思います。お互いがこういうことを認識していきたいと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  御理解はいただいておるんだろうと思いますが、なかなか施策で出て

こないということだろうと思います。 
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 平成26年度国の予算案では、文科省は、前年度から0.1％増の5兆

3,627億円を予定されています。そのうち、文化・教育関係予算は0.7％

増です。4兆964億円。現政権は教育再生を掲げ、いわゆるグローバル人

材の育成、英語教育改革、これは平成32年の新学習指導要領ではもう英

語で授業をやるというようなことも計画されておる。あるいは、退職さ

れた教職員の手助けによる補習授業、ＩＣＴの利活用というこういった

ものを具体的にあげられながら予算を増やされておるわけです。だけど

実際にはこの26年を見ますと、当市というのは逆の方向に向いてると言

わざるを得ないと思うわけです。もう一度、最後に伺いたいと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  申しわけないと思います。結果的にそういう結果になったんだと思い

ますけど、私らの勉強不足かもわかりません。ＩＣＴがいかにこれから

必要なのかとか。 

 ただ、教育委員会も一緒に勉強しとかないけんのですが、私をもっと

もっと口説いてもらいたいですね。やっぱりこれをやらないと、こうい

うことになるんだということをもっともっとお互いに勉強して考えてい

きたいと。 

 今回の予算にしても認識はありますので。ことし尐なければ来年増や

せばいいわけなので、来年増やすときには、ちゃんと皆さん方に説明が

つく形で増やしていきたいとかように思ってますので、御理解を賜りた

いと思います。減ったことじゃなしに、認識を深めたということで、金

はないんだけど、教育長とか市長の意識はあるということで理解をして

もらいたいと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  来年の予算をまた楽しみにしておきます。以上で、私の一般質問を終

わります。 

○塚 本 議 長  以上で児玉史則君の質問を終わります。 

 この際、11時25分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時１５分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○塚 本 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 13番 山本優君。 

○山 本 議 員  13番、会派絆の山本でございます。 

 通告にしたがって大枞3点について、市長に伺います。 

 時間がたっぷりありますので、十分時間を使ってやりたいと思います

ので、市長、簡潔な答弁をよろしくお願いいたします。 
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 まず第1点目、職員定員適正化計画について伺います。平成16年合併

時には、約3万5,000人の人口がありましたが、平成25年4月時点では、

約3万1,000人、ことしの26年4月1日現在では3万500人を切ろうかという

ところで、年内には3万人を切るんではないかというような状態になっ

ております。 

 職員の人数も全体では521名から約410名と、110名程度尐なくなって

おります。しかし職員の数は減っても、地域の現状は変わりません。人

数が減尐した分だけ個人の仕事量は増えるわけであります。職員減によ

る仕事効率を上げるための施策について伺います。 

 まず最初の質問でございますが、職員数に対する管理職の割合、また、

正規職員と非正規職員、非常勤職員の割合がどのようになっているのか

伺います。 

○塚 本 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の御質問にお答えをいたします。 

 「職員定員適正化計画について」とりわけ「職員数に占める管理職の

割合など具体的な数値について」の質問でございます。 

 全て平成25年度当初の数値で申し上げますと、職員数に対する管理職

の割合は13.7％であります。 

 また、消防団員を除く非正規職員の割合は30.1％となっております。 

 なお、この非正規職員の内訳といたしましては、専門性を求めて任用

している「多文化共生翻訳・通訳員」や「障害者福祉相談員」「保育

士」など、いわゆる月額の「非常勤特別職」が8割以上を占めておりま

す。 

 先ほどの宍戸議員及び久保議員にもお答えをいたしましたが、いわゆ

る地方公務員法第22条第5項の規定に基づき、正規採用の特例として採

用している臨時職員の数は、必要数のみ確保する中で、ごく尐数である

と思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  正確な数を報告していただきましたけれども、26年度の予算書で、一

般行政職員の人数は、消防職を除いて311名、そのうち6、7級の管理職

の人数が48名おられます。率としたら15.1％ぐらいになると思います。

その中に、課長補佐とか係長を含んだ管理職の割合は58％ぐらいになろ

うと思うんですよ。課長補佐、係長は管理職に入らないといえばそうか

もしれませんけれども、ここらを含むと相当高い割合になると思います。

その辺のことについては、市長、どのようにお考えでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  一応管理職といったら給与的に優遇しているところですけど、ふつう

の人は職名なので、それはある程度の年齢に達したら課長さんにしてあ
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げたほうが職員の意欲も増しますので、そういう配慮でやってるわけで

ございまして、その数をどうこういうことは。 

 ただ、これは法で規定されてない話なので、年齢に達しても課長にで

きなかった人は全部課長さんにしたかもわからんし、こういうように人

的な配慮の上でやってるので、御理解をしてもらいたいと思います。こ

れを数とかって。例えば、民間会社でも名刺上で全部部長にしたところ

もあるんですよ。いわゆる業務上の配慮ということなんで、御理解を賜

りたいと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  業務上の配慮ということでございますけども、ほとんどの人が給料は

そういう高いところにあるんだろうと思います。そういう中で、給料の

多い人がたくさんおるということは、なかなか財政的には厳しくなるん

じゃないかと思うんですよ。 

 先ほどもありましたけど、パートさんにしても特定な人数しか雇用し

ていないとおっしゃいました。パートさんにしても人数が尐ないわけで

ございますけれども、職員を減らした分だけ、どうしても特定業務に対

する短期労働、短期雇用、パートを雇ってるという説明がございました。

こういう中で私が思うに、職員を減らして短期雇用、働く人は1日3時間、

4時間しか働けない人もおるし、職員と同じように8時間働く人もおりま

す。そういう中で、やっぱり生活を安定させるためには、所得を向上さ

せてあげなければいけないと思います。所得が上がることが、生活の安

定につながるし、住みよいまちになるんじゃないかと。そこにつながっ

てくるんじゃないかと私も思います。 

 そういう中で、この間の新聞で出てましたけど、1990年以降、人件費

削減のための非正規の従業員が大変増加しているという記事が載ってお

りました。中国地方で言えば、23年度の非正規雇用が102万人おって、

正規雇用が192万人おられるそうです。そういう非正規の割合が34％あ

る、ということは、34％の人が、全部が全部じゃないと思いますけれど

も、生活の安定がある程度保障されていないということだろうと思うん

ですよ。 

 正規職員を減らしても、非正規職員が増えたんでは、定員適正化にな

ってるのかというようなところの疑問が持たれるんです。パートを増や

したり、非正規を多く雇えば。 

 市長、先ほど言いましたけど、8割が特定職だと言われました。現在、

そういう正規職員を減らして非正規が増えとるという雇用形態では、財

政的にも変わらんのじゃないかと思うんですよ。財政の健全化のために

も、市長が進められておる民間委託、そういうものをどんどんしっかり

進めていって、民間で正規に雇用されてもらえるようなことを考えたら

どうかと思いますけど、今後のそういう民間委託のことについて、市長

はどのように考えておられるか、伺います。 



210 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  正規職員をできるだけ雇用しないで非正規職員というのは、人件費が

実質2分の1も助かってるんですね。効果ないとおっしゃいますけど。下

手したら7割ぐらい助かってるかもわからん。片方は200万円で、片方は

職員1,000万円。全然違います、効果が。そのことに効果が莫大に出て

るということを御理解してください。今の非常勤のことも。 

 ただ、非常勤の方々も生活があるので、先ほど宍戸さんが言われたよ

うに、こういう活用をしながらそういう身分をあげていくのが課題です

から、このことは受けとると思うんです。矛盾したことを言われますの

で、効果は出てます。職員の給与、半分以下ですから。増やしてるわけ

じゃないんですから、御理解してください。 

 それから民間委託ですけど、できるだけ民間委託したい。市民の方々

のサービス向上が低下しないんだったら、全部委託に出してもいいと思

う。ただ、戸籍とか守秘義務とかがございますので、この選択を今して

いるだけであって、将来的には多くのものを全部民間委託にしていきた

いのが、第2次行政改革の方針でございます。御理解をしてもらいたい

と思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  市長、財政的には助かっとるんですが、年間所得が200万円以下の人

間が増えるということは、生活は安定しないということだろうと思うん

ですよ。その辺をしっかりこれからも考えてもらいたいということでご

ざいます。 

 次の質問に移ります。 

 職員が減尐している中で、適材適所とか能力向上対策とか、過去いろ

いろ対策がとられてきたと思います。 

 職員の仕事に対する意欲を上げるためには、上下関係とか、関係なく

いろいろな政策提案、アイデアが出せるような制度を構築することが大

事であろうかと思います。そういう制度はあると聞いておりますが、多

く活用されていないように私は思います。過去に提案とかアイデアが何

件かあったと報告を受けたことがありましたが、それに対して実現され

たものとか、現状の職員によるアイデア提案、政策提案はどのぐらいあ

るのか、お伺いいたします。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の御質問にお答えをいたします。 

 「職員定数適正化計画について」とりわけ「職員による政策提案につ

いて」の御質問でございます。 

 議員御指摘のとおり、職員の「やる気」を喚起する手法の一つとして、

政策提案をさせることが有効であると、私も考えております。 
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 効果としてはさまざまでありますが、一つは職員一人一人の政策立案

能力が向上することと、調査し発表を通して説明するという行動が、職

員のスキルアップにつながることが大きく期待できると思います。また

さらに、市にとっては、政策提案のために収集した資料やアイデアその

ものが、使えるものとして有益であれば、貴重な財産になっていくもの

と考えておるところであります。 

 具体的には、昨年度から、採用3年目までの職員を対象に、5名から6

名を一班として、班ごとに「テーマ」を決めて政策提案をさせる取り組

みを始めております。 

 とりわけ本年度は、先般、その発表を私を含め幹部職員により聴講い

たしましたが、「観光振興」や「鳥獣被害対策」、「マイナンバー制度

の紹介と活用について」など、多岐にわたる政策提案は、私にとっても

新鮮な感覚を得ることができました。貴重なものとして確認をすること

ができました。今後もこれを継続していきたいと考えております。 

 なお、こうした独自の研修以外にも、中堅職員を対象とした「市町職

員指導者養成研修」や「中堅職員政策研修」、「広島広域市町村圏共同

交流研修」など、他の自治体の職員間で実施する研修へ、延べ32人を参

加させております。積極的に職員の政策立案能力の向上に力を入れてい

るところでございます。よろしく御理解を賜りますよう、お願いをいた

します。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  いろんな対策がとられておるということで、職員さんからいろんな提

案、企画がどんどん出るようになれば、職員の間でも活性化して能力発

揮がたやすくなるのではないかと考えます。そのような雰囲気を市長が

つくられておるということは、これからも継続してやっていただきたい

と思います。 

 次の質問に移ります。 

 職員の能力向上のための研修機会、先ほどの答弁にもありましたけれ

ども、研修以外での能力発揮、向上対策についてはどのように考えてお

られるか、伺います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の御質問にお答えをいたします。 

 「職員定数適正化計画について」とりわけ「研修以外での能力の発揮、

向上対策について」の御質問でございます。 

 議員御指摘のとおり、基本的には年間を通して外部研修や内部におけ

る独自の研修などにより、能力の向上を図っているところではございま

すが、例えば、平成24年度から全職員を対象に実施している人事評価も、

いわゆる「やる気」の喚起であったり、また能力開発のきっかけになる

と考えております。 
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 人事評価制度は、平成21年度から管理職を対象に試行導入しておりま

すが、現在、全職員を対象に取り組んでおります。とりわけ業績評価の

部分で年度当初に、各部の仕事目標を基本として、職員一人一人が自分

自身の仕事目標を5つ掲げ、これを達成するために1年間努力するわけで

ございますが、最終的には年度末、まさに今の時期になりますが、評価

者である管理職がこれを評価するという流れになっております。この取

り組みにより、この間、いわゆる職員の意識改革であったり、能力の向

上という面では大変有益であると手応えを感じているところでございま

す。引き続き、しっかりとした制度構築に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、これ以外でも、数年前から例規の改正等に取り入れたシステム

で、全職員が条例や規則の事務にかかわれる環境を整えたことにより、

法制執務の能力向上に確実につながっていると考えております。 

 また、職員の中には、自分の費用と時間を使って自主研修を進める者

もおられ、こうした芽も育て、また評価することも大切であると考えて

おります。よろしく御理解を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  いろいろやられて、人事評価で制度を使って評価しているということ

でございます。 

 一般にしても職員にしても管理職志向、肩書が欲しいというような人

間の欲がございます。そういう中で、仕事を分担させて仕事内容を明確

にして目的を持たせるというような、今も市長の答弁にもありましたけ

れども、目的を達成したら褒美を与えるとか、報奨制度ですね。そうい

うものを考えるとか、いつまでにこれをやったら、達成したら、そのチ

ームでやるんだったらやったで、お祝いに何かをあげるとかいうような、

ニンジンをぶら下げるっていうたらおかしいんですが、そういうことに

よって、職員がもっとやる気になるかもしれない。それだけでやる気に

なってもらっちゃ困るんですけど、本当に自分の能力をしっかりと発揮

できる場所を与えることが大事だろうと思います。適材適所と言われま

すけれども、人事異動などで不本意なところへ行く人もおられます。そ

ういうところで自分が本当に仕事をしたいというようなところを見きわ

めて、職員を管理していただきたいと思います。 

 職員の管理は、市民に対する仕事の管理であって、人の管理が主では

ないと思いますけど、尐ない人材で適材適所で市民のためにしっかりと

私はこれがしたいんだというような目標を持たせて、職員に動いていた

だきたいと思いますが、その辺は市長はどのようにお考えでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  職員のやる気を向上することは大切なことだと思います。 

 先ほど御褒美と言われたんですけど、国とか県は、人事評価の最初は、
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いわゆる特別職ということになってるんですよ。だけど、悪い者は給料

が下がりますよ。そういう評価が今なじむかどうかというのは検討中で

すけど、まだその前提として今、自分が目標を持って、目的を達成した

かという人事評価を今やっているところでございます。これ、全段階、

今やってます。 

 それから、今の職員がやる気を起こすようなことというのは、しっか

りとこれからもやっていきたいと思いますけど、やっぱり最終的には本

人のやる気だと思いますね。うちは、毎年1回は異動希望調査を取って

いるんですよ。本人が行きたいところ。できるだけ総務部長がそれを読

みながら、そういうところに異動は調整してやっておりますので、そう

いう手順をとってるんですけど、そういうことにかかわらず、まだ不平

が出るということはまだその人がちゃんと言える立場にないんかもわか

らんから、ちゃんと物を言えるような研修していかないけんと。 

 今も昔の役場と違いまして非常に厳しい状況なので、職員も自覚を持

って管理職も自覚を持ってしないと、議員さんの言うような社会になら

んと思いますので、御理解してもらいたいと思います。今そういう仕組

みをとってます。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  そういう役職を与えて評価するという発想もいいんですが、上が詰ま

ってたら役職も与えられないわけですから、その辺はまた今後考えてい

ただきたいと思います。 

 それから、私が最近感じることですが、パソコンを導入して仕事の能

率、機能は上がったかと思いますけど、職員同士のコミュニケーション

がとれてないように見れるんですよ。もっと仕事をするためには、職員

同士の情報交換とか、コミュニケーションが必要じゃないかと思います。 

 またパソコンばっかりに頼らないで、地元に出て地元の情報をしっか

りと探してくるというような姿勢が必要じゃないかと思いますけども、

その辺のことは市長、どのようにお考えでしょうか。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  パソコンばっかりやってるといっても本人もあるので、やっぱり意識

改革が要ります。先ほどの同僚議員からございましたけど、小学校から

携帯電話を使いよるわけですから、時代があるので、行政がどうこうと

いうんじゃなく、まずは本人が自覚を持って仕事とそういうものにけじ

めをつけてこないけんと思います。 

 我々もそういうことに、小学校じゃないんですから、そういう意識を

ちゃんと指導はしていきますけど、まずは本人の自覚が大事だと思って

ます。 

 あなたはメールを打ってるからいけんとか、あなたはパソコンを使っ

てるからいけんじゃなしに、それを使って我々が与えてる仕事がスムー
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ズに動いているかどうかというのは、これは管理職の責任なので、その

辺をチェックしながら、そういう適切なアドバイスを与えていきたいと

かように思いますので、御理解してください。 

 本人が自覚を持ってくれんとなかなかうまくいかんと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  職員間が活性化するためには、やっぱりコミュニケーションが必要だ

ろうと思いますので、その辺はしっかりと対応していただきたいと思い

ます。 

 続いて、2番目の質問に移ります。この質問は提言になるかと思いま

すが、メール活用制度について伺います。 

 先ほどの新聞報道で、庄原市ではメールの活用が実施されたという報

道がございました。最近ではパソコンとか、携帯電話、スマートフォン、

タブレット、いろんなＩＴ機器が発達し、ほとんどの人が所持し、使用

されていると思います。 

 この間は、首相補佐官がブログにアメリカの悪口を書いて、批判的な

物議をかもしたところでございます。そのぐらい政府高官でも皆さん、

年寄りでも、年配者でもパソコン、インターネットを使われているのが

現状だろうと思います。 

 ことしは総合計画審議会が発足します。そういう中で、先日の全員協

議会でも意見が出ましたが、代表者の年齢を見ると、年配者ばっかりで

ございます。組織の中の若い人の意見を年配者がまとめて持ってあがる

から、若い人の意見も聞けるよという意見もありますけれども、今これ

だけインターネットが盛んな時代ですので、メールを発信して情報を得

る、地域の情報、政策提案というものをとれるような制度をつくったら

どうかと思います。市長はこのことについてはどのようにお考えでしょ

うか、伺います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在、市への御質問・御意見・御提案などにつきましては、市のホー

ムページに設けている「お問い合わせのコーナー」を活用していただい

ているところでございます。 

 今後におきましても、広く市民の皆様方から御意見をいただけるよう、

このコーナーの名称やデザインを含め、必要に応じた改善や周知につい

て検討していきたいと思います。 

 また、本市においてもソーシャルネットワーキングサービスを活用し

た情報発信の拡充を図ることとしておりますが、合わせて施策展開にか

かる市民の御意見や御提言をいただくツールとしても活用したいと考え

ております。なお、御提案のＥメールを活用したモニター制度の導入で

ございますが、近年確かにインターネットの利便性を活用し、アンケー
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ト調査を中心に導入している自治体も増えているところでございます。

制度化につきましては、導入している自治体の状況を参考にしながら、

また本市の広聴活動全般のありようを含め、今後検討としてまいりたい

と思いますので、御理解を賜りたいと思います。 

 先般も、フェイスブック等、皆さんが使える仕組みはつくったんです

けど、きょう議員から御提案がございましたので、このＥメールの活用

がどんな影響を及ぼすのかと尐し勉強もさせてもらいたいと思いますの

で、課題として受けとめてもらいたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  これから考えていかれるということでございますけれども、Ｅメール

の活用は、24時間いつでも使えるわけですから、希望者を募って、Ｅメ

ールは全部登録しとって、いつでもこういう問題に対してはどういう意

見があるかっていうのをしっかりととれるような体制を今後考えていた

だきたいと思います。 

 それでは、大枞3番目の質問に移ります。 

 児童クラブと児童館の運営についてでございます。 

 まず、先日同僚議員が質問され、市長の答弁もしっかり聞かせていた

だきましたので、私としましては最後の質問は簡潔にさせていただきた

いと思います。しかし通告しておりますので、一応質問させていただき

ます。 

 業務委託をされている事業者の内容についてはかかわることができま

せんが、意見として2点ほど伺います。 

 まず第1に、報告では現在調査中と言われていますが、法人の内部事

情にせよ、市が業務委託費として6,000万円近くの委託料を支払ってい

るわけですから、市としてはしっかりと検証しなければならないと考え

ますので、その後の状況について伺います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの山本議員の児童館の運営についての御質問にお答えいたし

ます。内容が、先般書いたのと全く同じになりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

 最初に、「ＮＰＯ法人の新聞報道以後の状況について」のお尋ねでご

ざいます。 

 先日の藤井議員の御質問の際にもお答えいたしましたが、市といたし

ましては、疑惑発覚後、ＮＰＯ法人に対し、特別の業務監査を実施する

とともに、地方自治法に基づく予算の執行状況を調査し、速やかに報告

するよう求めたところでございます。 

 現在、ＮＰＯ法人におきましては、長女に対する不適切給与の支給等

の疑惑について、その真相解明のため、総力をあげて、過年度にさかの
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ぼり、出勤簿をはじめ、不明な領収書等の確認調査を実施されたところ

であります。 

 これらの調査により、出勤簿による勤務実態の確認作業については既

に終了しておりますが、前理事長の私的な買い物の混入疑惑については、

現在、購入先に対し、明細書の開示請求を行い、調査を進めております

が、購入先によっては、開示を拒むケースもあり、ＮＰＯ法人独自の調

査に限界も感じておられるところであります。 

 このため、今後の対応につきましては、刑事告発を含め、弁護士の適

切な助言を仰ぎながら、対応していきたいとの報告もあわせて受けてお

りますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  しっかり調査されているということで、次の質問に移ります。 

 このＮＰＯ法人との契約は毎年度の契約と聞いておりますが、年度末

が迫っている中で、今後の対応についてどのように考えておられるか、

伺います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  この件につきましても、先日の藤井議員の御質問に対してお答えした

とおりでございますが、市といたしましては、今回の事案を踏まえ、先

に実施いたしました特別の業務監査に基づき、ＮＰＯ法人に対して改善

を求めた事項について、その後、着実に実行されているかなどについて

精査確認をしたところであります。その結果、市が改善を求めた事項に

ついては、遅滞なく改善がなされておりました。 

 また、先日、新理事長より、今後の業務の執行や会計処理等を含めた

再発防止対策を確実に実行するとともに、引き続き、放課後児童クラブ

や児童館の運営を通じて、児童福祉の向上に尐しでも寄与させていただ

き、市民の信頼回復に努めてまいりたいとの決意も聞かせていただきま

した。 

 したがいまして、再度、ＮＰＯ法人の運営体制等を確認した上で、適

切な運営が可能と判断した場合には、過去の運営実績も考慮しながら、

引き続き、新年度の契約を締結する方向で検討しておりますので、御理

解を賜りますようお願いいたします。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  このＮＰＯ法人は、7年前に業務委託する際に、市がかかわって立ち

上げられたように聞いております。 

 しかし、この法人は1つしかないわけですから、かわりの法人がいな

いわけですよね。市内在住の職員も大勢勤務されております。また業務

内容は、児童保育という大切な仕事をしておる法人でございます。 

 今後、委託契約内容については、再度検討を行っていただき、明確な
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運営ができる根拠を示し、委託していただきたいと思います。 

 今回の問題は法人の内部統制にあると思われますが、内部の中での理

事間での相互チェック、または保護者や市民からもチェックできるよう

な内部体制の確立を求めることで、業務委託契約を結ぶことが必要であ

るのではないかと思います。 

 今後の契約については、指定管理契約についてもそうですが、明確な

根拠を示し、実行していただきたいと思いますが、市長の所信を伺いた

いと思います。 

○塚 本 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先般、法人に対するチェック体制の確立とか、これからの業務に対す

る目標とか、こういうものをしっかり出してもらいました。そういうこ

とを踏まえながら、しっかり確認できれば、次の体制をしていきたいと

思ってます。 

 我がほうとしても、これは外の話と放っとくんじゃなしに、大事なこ

とでございますので、我々の内部監査も含めながら、次の展開も図って

いきたいと思っています。これ、道路工事を委託したというわけと違い

ますので、こういう認識はしてますので。 

 先般、新聞を読まれた方が、「あんたほーかるんか」というて電話し

て来たんですけど、そうじゃないんですよね。うちは。ちゃんとそうい

うことを踏まえた上でしていきたいと。大切なことなので、ふつうの建

設工事を発注したのと動機は同じなんですけど、その内部についてもで

きるだけ、我々もそういうチェック体制というのを確認していかないか

んと思ってますので、御理解をしてもらいたいと思います。これを契機

に、こういうことが2度と起こらんような体制の中で、次の執行をして

いきたいと思います。 

○塚 本 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山本優君。 

○山 本 議 員  先日の市長答弁で、ＮＰＯ法人の組織も指導の結果、確固たる新体制

ができたと発言がありました。 

 先ほども発言しましたが、この組織はなくてはならない組織であろう

かと思います。過去の反省を踏まえて、なお一層の努力を願って、今後

の運営を委託するべきであろうと思いますので、その辺をしっかり対応

していただきたいと思います。 

 大人の判断、考え、行動で子どもに不安を与えてはいけないと思いま

す。関係者の皆さんも本意ではなかったと思いますが、基本に返って、

子どものためにしっかりと頑張っていただきたいと思います。そういう

ことを申し上げて、これで私の質問を終わります。 

○塚 本 議 長  以上で山本優君の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は終了いたしましたので散会いたします。 

 次回は、3月14日午前10時に再開いたします。大変、御苦労さまでし
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た。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ０時０５分 散会 
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